
JP 6181075 B2 2017.8.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板の表面を洗浄する方法であって、
　その中に配置された複数のフィラメントを有する第１のチャンバに水素含有ガスを供給
することであって、前記複数のフィラメントは、前記基板の上方に配置されている、供給
することと、
　前記複数のフィラメントの中に電流を流し、前記複数のフィラメントの温度を前記水素
含有ガスの少なくとも一部を分解するのに十分なプロセス温度まで上昇させることと、
　分解された前記水素含有ガスから形成された水素原子に前記基板を暴露することによっ
て前記基板の前記表面を洗浄することであって、前記水素原子は、ガス分配プレートを通
り抜け、基板に分配される、洗浄することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記水素含有ガスは、水素（Ｈ２）、水素（Ｈ２）及び窒素（Ｎ２）、又はアンモニア
（ＮＨ３）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　予熱チャンバとは異なる洗浄チャンバ内で前記基板の前記表面を洗浄する前に、前記予
熱チャンバ内で前記基板を予熱すること、又は
　洗浄チャンバ内で前記基板の前記表面を洗浄する前に、前記洗浄チャンバ内で前記基板
を予熱することのうちの１つを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記第１のチャンバは、前記基板表面が洗浄されるのと同じチャンバであるか、又は前
記第１のチャンバは、前記基板の前記表面が洗浄されるのとは異なるチャンバであり、前
記第１のチャンバ内で形成される前記水素原子は、前記基板の前記表面が洗浄される前記
チャンバに供給される、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記水素含有ガスを前記第１のチャンバに供給する前に、
　水素含有予備処理ガスを前記第１のチャンバに供給し、
　前記複数のフィラメントを第１の予備処理温度まで加熱し、
　前記複数のフィラメントを第２の予備処理温度まで冷却することによって、前記複数の
フィラメントを予備処理することを更に含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記水素含有予備処理ガスは、水素（Ｈ２）ガス、水素（Ｈ２）及び窒素（Ｎ２）、又
はアンモニア（ＮＨ３）を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数のフィラメントを前記第１の予備処理温度まで加熱することと、前記複数のフ
ィラメントを前記第２の予備処理温度まで冷却することとを繰り返すことを更に含む、請
求項５に記載の方法。
【請求項８】
　基板洗浄システムであって、
　内部容積空間を有するプロセスチャンバと、
　前記プロセスチャンバの前記内部容積空間内に配置され、前記プロセスチャンバ内で洗
浄される基板を支持する基板支持体と、
　動作中に前記基板の表面に原子水素を供給するように構成される原子水素源であって、
前記原子水素源は、前記基板支持体の上方に配置され、前記原子水素源は、複数のフィラ
メントと、前記複数のフィラメントを水素ガスから原子水素を生成するのに十分な温度ま
で加熱するために、前記複数のフィラメントを電源に結合する端子と、を備える、原子水
素源と、
　前記原子水素源に結合され、前記原子水素源に水素ガスを供給する水素ガス源と、
　前記原子水素源によって供給される原子水素がガス分配プレートを通り抜け、前記プロ
セスチャンバの前記内部容積空間に達するように、前記原子水素源と前記プロセスチャン
バの前記内部容積空間との間に配置された前記ガス分配プレートと、を備える、基板洗浄
システム。
【請求項９】
　前記原子水素源は前記プロセスチャンバから離れている、請求項８に記載の基板洗浄シ
ステム。
【請求項１０】
　前記原子水素源は前記プロセスチャンバ内に配置されている、請求項８に記載の基板洗
浄システム。
【請求項１１】
　前記原子水素源は前記プロセスチャンバに取外し可能に結合可能であるプロセスチャン
バ蓋内に組み込まれる、請求項８に記載の基板洗浄システム。
【請求項１２】
　前記プロセスチャンバ蓋は、
　本体であって、前記本体の下面内に形成された凹部を有し、前記凹部内に前記複数のフ
ィラメントが配置される、本体と、
　前記複数のフィラメントの上方に配置され、前記複数のフィラメントに前記水素ガスを
供給するガス注入口と、
　前記複数のフィラメントの下で前記本体に結合されたガス分配プレートであって、前記
ガス分配プレートは前記凹部を前記内部容積空間に流体結合するための複数の穴を有する
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、ガス分配プレートと、を備える、請求項１１に記載の基板洗浄システム。
【請求項１３】
　前記プロセスチャンバ蓋は、前記凹部の内面上に配置されるライナを更に備える、請求
項１２に記載の基板洗浄システム。
【請求項１４】
　前記複数のフィラメントは、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）又はイリジウム（
Ｉｒ）、及び任意でシリコン（Ｓｉ）ドーパントを含む、請求項８に記載の基板洗浄シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は一般に半導体基板処理に関し、より詳細には、基板表面を洗浄する
ための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造は、完成品のデバイスを完成させるために複数のプロセスステップ
を必要とする。しかしながら、プロセスステップ又は介在する条件は、基板の表面上に堆
積するか、又は形成される望ましくない材料（例えば、自然酸化物層、汚染物質、残留物
など）を生成する場合がある。そのような材料は通常、基板洗浄プロセスによって除去さ
れる。従来の基板洗浄プロセスは通常、基板を高温及び／又は高圧下でプロセスガス（例
えば、フッ素含有ガス）から形成されたプラズマに暴露することを含む。しかしながら、
本発明人は、そのようなプロセス条件下で基板をプラズマに暴露する結果として、基板に
対して容認できないほどの損傷を与えるおそれがあることに気がついている。
【０００３】
　したがって、本発明人は、基板表面を洗浄する改善された方法を提供した。
【発明の概要】
【０００４】
　本明細書において、基板表面を洗浄するための方法及び装置が提供される。幾つかの実
施形態において、基板の表面を洗浄する方法は、その中に配置された複数のフィラメント
を有する第１のチャンバに水素含有ガスを供給することと、複数のフィラメントを通して
電流を流し、複数のフィラメントの温度を、水素含有ガスのうちの少なくとも一部を分解
するのに十分なプロセス温度まで上昇させることと、分解された水素含有ガスから形成さ
れた水素原子に基板をある時間にわたって暴露することによって基板の表面を洗浄するこ
ととを含む。
【０００５】
　幾つかの実施形態において、基板洗浄システムが、内部容積空間を有するプロセスチャ
ンバと、プロセスチャンバの内部容積空間内に配置され、プロセスチャンバ内で洗浄され
ることになる基板を支持する基板支持体と、動作中に基板の表面に原子水素を供給するよ
うに構成される原子水素源であって、原子水素源は複数のフィラメントと、複数のフィラ
メントを水素ガスから原子水素を生成するのに十分な温度まで加熱するために、複数のフ
ィラメントを電源に結合する端子とを備える、原子水素源と、原子水素源に結合され、水
素ガスを原子水素源に供給する水素ガス源とを含むことができる。
【０００６】
　本発明の他の実施形態及び更なる実施形態が以下に説明される。
【０００７】
　これまで簡潔に要約され、以下に更に詳細に論じされる本発明の実施形態は、添付の図
面において表される本発明の例示的な実施形態を参照することによって理解することがで
きる。しかしながら、本発明は他の同等に実効的な実施形態を受け入れることができるの
で、添付の図面が本発明の典型的な実施形態のみを例示すること、それゆえ、本発明の範
囲を限定すると見なされるべきでないことに留意されたい。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の幾つかの実施形態による、基板表面を洗浄するための方法の流れ図であ
る。
【図２Ａ】本発明の幾つかの実施形態による、図１の方法の異なる段階中の基板の例示的
な断面図である。
【図２Ｂ】本発明の幾つかの実施形態による、図１の方法の異なる段階中の基板の例示的
な断面図である。
【図３】本発明の幾つかの実施形態による、図１に示される方法を実行するのに適した処
理システムの図である。
【図３Ａ】本発明の幾つかの実施形態による、図１に示される方法を実行するのに適した
処理システムの図である。
【図４】本発明の幾つかの実施形態による、図１に示される方法を実行するのに適したプ
ロセスチャンバチャンバに結合される原子水素源の例示的な断面図である。
【図５】本発明の幾つかの実施形態による、原子水素源において用いるのに適したフィラ
メントの構成を示す図である。
【図６】本発明の幾つかの実施形態による、原子水素源において用いるのに適したフィラ
メントの構成を示す図である。
【図７】本発明の幾つかの実施形態による、原子水素源において用いるのに適したフィラ
メントの構成を示す図である。
【図８】本発明の幾つかの実施形態による、原子水素源において用いるのに適したフィラ
メントの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　理解しやすくするために、可能な場合には、同じ参照番号を用いて、複数の図に共通で
ある同じ要素を指示している。図は縮尺どおりに描かれず、明確にするために簡略化され
る場合がある。一実施形態の要素及び特徴が、更に列挙することなく、他の実施形態に有
益に組み込まれる場合があると考えられる。
【００１０】
　本明細書において、基板の表面を洗浄するための方法及び装置が提供される。本発明の
プロセスの実施形態は、有利には、例えば、１つ又は複数のプラズマ、高温処理又はフッ
素系化学物質を利用する従来の洗浄プロセスに比べて、基板に対して引き起こされる損傷
を少なくしながら、基板から汚染物質又は望ましくない層を除去できるようにする場合が
ある。さらに、本発明人は、適切に構成されたチャンバ（例えば、熱線処理チャンバ、熱
線化学気相堆積（ＨＷＣＶＤ）チャンバ、又は後に説明されるような同様のチャンバのよ
うな熱線源を有するチャンバ）を利用して原子水素を生成することによって、有利には、
原子水素を生成するために半導体業界において従来から用いられてきた方法に比べて、高
い密度（例えば、１．３～約３倍高いような）の原子水素集団を生成できることに気がつ
いている。本明細書において開示される本発明の方法の適用範囲を制限しないが、本発明
の方法は、例えば、３００ｍｍ基板、約１０００ｍｍ×１２５０ｍｍ基板、約２２００ｍ
ｍ×２５００ｍｍ基板、又はそれより大きな基板のような、超大規模集積回路（ＶＬＳＩ
）デバイス用の大型の基板の洗浄に特に有効であることがわかっている。
【００１１】
　図１は、本発明の幾つかの実施形態による、基板表面を洗浄するための方法１００の流
れ図である。図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の幾つかの実施形態による、図１の処理シーケ
ンスの異なる段階中の基板の例示的な断面図である。本発明の方法は、図３に関して後に
論じられる装置のような、本発明の幾つかの実施形態による、半導体基板を処理するのに
適した任意の装置において実行することができる。
【００１２】
　本発明人は、例えば、熱線処理チャンバ（例えば、ＨＷＣＶＤチャンバ又は熱線源を有
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する他の適切なチャンバ）のような、熱源及び／又はエネルギー源としてフィラメントを
利用するプロセスチャンバにおいて、不安定であるか、又は劣化を受けやすい材料からフ
ィラメントが製造される場合があることに気がついている。この不安定に起因して、その
ような材料は、汚染物質（例えば、材料内の不純物）を放出する場合があるか、又は処理
中の基板上に沈降する場合がある粒子を形成する場合があり、それにより、例えば、高い
デバイス漏れ電流、オン／オフ比、しきい値電圧シフトなどの、製造後のデバイスの性能
特性に悪影響を及ぼすおそれがある。そのような悪影響は、デバイスの相互接続の寸法が
小さくなる（例えば、約２０ナノメートル以下のデバイス相互接続）ほど、深刻になる。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、方法１００は任意で１０１において開始することができ、プロ
セスチャンバ内に配置された複数のフィラメント（例えば、後に説明されるプロセスチャ
ンバ３００の複数のフィラメント３１０）が任意で予備処理される場合ある。洗浄プロセ
ス（例えば、後に説明されるような洗浄プロセス）を実行する前に複数のフィラメントを
予備処理することは、有利には、上記の汚染物質及び／又は粒子形成を低減又は解消する
ことができる。さらに、予備処理は不純物を取り除き、それにより、安定性及び／又は信
頼性を高めることができ、かつ複数のフィラメントの耐用年数を延ばすことができる。
【００１４】
　１０１に示される複数のフィラメントの予備処理は一般的に１０３において開始する場
合があり、水素含有予備処理ガスが、その中に配置されるフィラメントを有するプロセス
チャンバに供給される。プロセスチャンバは、例えば、熱線化学気相堆積（ＨＷＣＶＤ）
チャンバ又は他の同様に構成されるプロセスチャンバのような、熱源及び／又はエネルギ
ー源としてフィラメントを利用する任意のタイプのプロセスチャンバとすることができる
。幾つかの実施形態では、プロセスチャンバは、図３に関して後に説明されるプロセスチ
ャンバと同様にすることができる。
【００１５】
　水素含有予備処理ガスは、複数のフィラメントの予備処理を容易にするのに適した任意
の非反応性プロセス適合ガスとすることができる。例えば、幾つかの実施形態では、水素
含有予備処理ガスは、水素（Ｈ２）ガス、水素（Ｈ２）ガスと窒素（Ｎ２）ガスとの混合
物、アンモニア（ＮＨ３）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、それらの組み合わせなどを含むか
、又はそれらのガスから基本的になるか、又はそれらのガスからなることができる。幾つ
かの実施形態では、水素含有予備処理ガスは、例えば、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａ
ｒ）などのうちの１つ又は複数のような、希釈ガスを更に含む場合もある。幾つかの実施
形態では、水素含有予備処理ガスは、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）などのうちの
１つ又は複数のような、希釈ガスと混合された、水素（Ｈ２）ガス、水素（Ｈ２）ガスと
窒素（Ｎ２）ガスとの混合物、アンモニア（ＮＨ３）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、又はそ
れらの組み合わせのうちの１つ又は複数から基本的になることができるか、又はなること
ができる。水素含有予備処理ガスは、複数のフィラメントの予備処理を容易にするのに十
分な量の水素を供給するのに適した任意の流量においてプロセスチャンバに供給すること
ができる。例えば、幾つかの実施形態では、水素含有予備処理ガスは、約１０，０００ｓ
ｃｃｍまでの流量、又は実施形態によっては、約１０ｓｃｃｍ～約３０００ｓｃｃｍの流
量においてプロセスチャンバに供給することができる。
【００１６】
　次に、１０５において、複数のフィラメントの中に電流を流し、複数のフィラメントの
温度を第１の予備処理温度まで上昇させる。第１の予備処理温度は、複数のフィラメント
から汚染物質及び／又は不純物を少なくとも部分的に除去するか、又は放出するのを容易
にするのに適した任意の温度とすることができる。幾つかの実施形態では、第１の予備処
理温度は、複数のフィラメントを製造するために用いられる材料の組成によって決まる場
合がある。例えば、幾つかの実施形態では、第１の予備処理温度は、約１０００℃～約２
５００℃とすることができる。複数のフィラメントから汚染物質及び／又は不純物を部分
的に除去又は放出するのを容易にするのに適した任意の時間にわたって、複数のフィラメ
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ントを第１の予備処理温度に保持することができる。例えば、幾つかの実施形態では、複
数のフィラメントは、約６０秒～約６００秒の時間にわたって第１の予備処理温度に保持
することができる。上記の実施形態のいずれかにおいて、温度又は時間の少なくとも１つ
は、フィラメントを製造するために用いられる材料、及び／又はプロセスチャンバ内の複
数のフィラメントの構成によって決まる場合がある。
【００１７】
　次に、１０７において、複数のフィラメントの中に流れる電流を低減し（停止すること
を含む）、複数のフィラメントを第２の予備処理温度まで冷却することができる。第２の
予備処理温度は、所望のフィラメント特性を達成するのに十分な任意の温度とすることが
でき、複数のフィラメントを製造するために用いられる材料の組成によって決まる場合が
ある。例えば、幾つかの実施形態では、第２の予備処理温度は約１０００℃～約２５００
℃とすることができる。複数のフィラメントは、任意の時間、例えば、約６０秒～約６０
０秒の時間にわたって第２の予備処理温度に保持することができる。
【００１８】
　複数のフィラメントは、所望のフィラメント特性を達成するのに望ましい微細構造を生
成するのに適した速度で冷却することができる。例えば、幾つかの実施形態では、複数の
フィラメントは、毎分約１００℃～約２０００℃の速度で冷却することができる。複数の
フィラメントは、所望の冷却速度を達成するのに適した任意の機構を介して冷却すること
ができる。例えば、幾つかの実施形態では、電流を連続して、又は段階を踏んで徐々に下
げることができる。代替的には、幾つかの実施形態では、ある時間にわたって第１の温度
が保持された後に電流を遮断することができ、それにより、複数のフィラメントを冷却で
きるようにする。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、複数のフィラメントの予備処理は周期的プロセスとすることが
でき、各サイクルが、複数のフィラメントを第１の予備処理温度まで上昇させることと、
その後、複数のフィラメントを第２の予備処理温度まで冷却することとを含むことができ
る。そのサイクルは、予備処理プロセスを容易にするのに適した任意の回数だけ実行する
ことができる。
【００２０】
　上記に加えて、例えば、内部プロセスチャンバ圧、温度などの更なるプロセスパラメー
タを利用して、複数のフィラメントを予備処理するのを容易にすることができる。例えば
、プロセスチャンバを予備処理プロセス中に約１０－９ｍＴｏｒｒ（例えば、超高真空）
未満から約１０Ｔｏｒｒまでの圧力に保持することができる。さらに、プロセスチャンバ
を複数のフィラメントを予備処理するのを容易にするのに適した任意の温度に保持するこ
とができる。
【００２１】
　本明細書において説明される予備処理は、洗浄プロセス前に実行される状況において説
明されるが、複数のフィラメントの予備処理は、例えば、堆積プロセス（例えば、熱線化
学気相堆積（ＨＷＣＶＤ）プロセス、化学気相堆積プロセス（ＣＶＤ）など）、窒化プロ
セスなどの任意のプロセスの前に実行することができる。
【００２２】
　代替的には、又は複数のフィラメントの任意の予備処理と組み合わせて、処理又は洗浄
されることになる基板は、１０２において示されるように、任意で予熱することもできる
。基板の予熱は、複数のフィラメントの任意の予備処理前に、同時に、又は後に行うこと
ができる。洗浄プロセス（例えば、後に説明されるような洗浄プロセス）を実行する前に
基板を予熱することは、基板からのガス抜き及び／又は汚染物質の除去を容易にすること
ができる。幾つかの実施形態では、基板は、洗浄プロセスのために用いられるのと同じチ
ャンバ内で予熱することができる。代替的には、幾つかの実施形態では、洗浄プロセスの
ために用いられるのとは異なる予熱チャンバを利用することができる（図３に関して後に
論じられる予熱チャンバ３５０など）。本発明人は、洗浄プロセスを実行するために用い
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られるのとは異なるチャンバ内で基板を予熱することによって、洗浄プロセスチャンバか
らの残留プロセス副生成物による基板の汚染の発生を低減又は解消することができ、及び
／又は基板からの材料による洗浄プロセスチャンバの汚染の発生を低減又は解消すること
ができることに気がついている。
【００２３】
　予熱チャンバは、例えば、専用予熱チャンバ、アニーリングチャンバ、堆積チャンバな
どの、基板２００を所望の温度まで予熱するのに適した任意のタイプのチャンバとするこ
とができる。幾つかの実施形態では、予熱チャンバは、図３に関して後に説明されるチャ
ンバのような、熱線処理チャンバ又は同様に構成されたチャンバとすることができる。幾
つかの実施形態では、予熱チャンバは、例えば、クラスタツール又はインライン処理ツー
ルなどのマルチチャンバツールに結合される複数のチャンバのうちの１つとすることがで
きる。
【００２４】
　基板２００は、基板２００からガス抜きするか、又は汚染物質を除去するのに適した任
意の温度まで予熱することができる。例えば、幾つかの実施形態では、デバイス２００は
、最大で約５００℃の温度まで予熱することができる。基板は、任意の適切な熱源、例え
ば、チャンバ内に配置される加熱灯又は抵抗ヒータ、基板支持体内に埋め込まれるヒータ
、熱線源のフィラメントなどによって予熱することができる。デバイス２００が熱線処理
チャンバ内で予熱される実施形態では、熱線源（例えば、フィラメント）を約１０００℃
～約２５００℃の温度まで加熱して、デバイス２００を所望の温度まで予熱するのを容易
にすることができる。基板及び除去されることになる汚染物質にとって相応しいような他
の温度が用いられる場合もある。
【００２５】
　図２Ａを参照すると、基板２００は、ドープされるか、又はドープされないシリコン基
板、ＩＩＩ－Ｖ族化合物基板、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）基板、シリコンゲルマニウム（
ＳｉＧｅ）基板、エピ基板、シリコンオンインシュレータ（ＳＯＩ）基板、液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）ランプディ
スプレイのようなディスプレイ基板、発光ダイオード（ＬＥＤ）基板、太陽電池アレイ、
太陽電池パネルなどの任意の適切な基板とすることができる。幾つかの実施形態では、基
板２００は、２００ｍｍ又は３００ｍｍ半導体ウエハのような半導体ウエハとすることが
できる。幾つかの実施形態では、基板２００は、例えば、約１０００ｍｍ×１２５０ｍｍ
基板、又は約２２００ｍｍ×２５００ｍｍ基板のような、超大規模集積回路（ＶＬＳＩ）
デバイス、大型ガラス基板とすることができる。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、基板２００は、基板内又は基板上に配置される１つ又は複数の
層を備えることができる。幾つかの実施形態では、１つ又は複数の層は、半導体製造にと
って適した層、例えば、酸化物層、窒化物層、高又は低誘電率誘電体層、導電層などとす
ることができる。それらの層は、例えば、物理的気相堆積、化学気相堆積、エピタキシャ
ル成長などの任意の適切なプロセスによって形成することができる。代替的には、又はそ
れと組み合わせて、幾つかの実施形態では、基板２００内に、及び／又は基板内若しくは
基板上に配置される１つ又は複数の層のうちの１つ又は複数の層内に、１つ又は複数の機
構（例えば、ビア、トレンチ、デュアルダマシン構造など）を形成することができる。そ
れらの機構は、例えば、エッチングプロセスのような、任意の適切なプロセスによって形
成することができる。さらに、基板２００は、予熱前に、アニーリング、焼成、洗浄など
の更なる処理を受ける場合がある。
【００２７】
　幾つかの実施形態では、除去されることになる層２０２は、基板２００の表面２０４上
に配置される場合がある。本明細書において層として説明されるが、除去されることにな
る材料は、部分的な層とすることもできるか、又は表面２０４の一部の上にのみ配置され
る材料の島状物とすることができる。層２０２は、基板２００から除去されることになる
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任意の材料、例えば、自然酸化物層、窒化物層、シリコン層など、又は例えば、炭素、シ
リコン、窒素若しくは酸素含有汚染物質のような先行プロセス残留物若しくは汚染物質を
含むことができる。
【００２８】
　基板２００の表面２０４は、プロセス前、及び／又はプロセス後に洗浄を必要とする任
意の表面とすることができる。例えば、幾つかの実施形態、例えば、方法１００を利用し
て、基板コンタクト（例えば、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造の製造のような
ゲートスタックに適用するためのコンタクト表面）から汚染物質を洗浄する場合、表面２
０４は、ケイ化ニッケルのようなケイ素化合物、酸化ルテニウム（ＲｕＯ２）、酸化ケイ
素（ＳｉＯ２）、金属酸化物などの酸化物のうちの１つを含むことができる。
【００２９】
　基板が別のチャンバにおいて予熱される場合には、基板を洗浄するために、基板は、熱
線処理チャンバのような洗浄チャンバに移動される。次に、１０４において、その中に配
置された基板を有する洗浄チャンバに水素含有ガスを供給することができる。本発明人は
、熱線チャンバ又は同様に構成されるチャンバを利用することによって、原子水素を生成
するために半導体業界において従来から用いられてきた方法に比べて、高い密度（例えば
、１．３～約３倍高いような）の原子水素集団を生成できることに気がついている。水素
含有ガスは、分解されるときに、高密度の原子水素を供給するのに適した１つ又は複数の
任意のガスを含むことができる。例えば、幾つかの実施形態では、水素含有ガスは、水素
含有予備処理ガスに関して先に論じられたガスのいずれか、若しくはガスの組み合わせを
含むか、それらのガスから基本的になるか、又はそれらのガスからなることができる。
【００３０】
　水素含有ガスは、基板２００の表面２０４を洗浄するのに必要とされる量の原子水素を
供給するのに適した任意の流量において供給することができ、基板２００及び／又は洗浄
チャンバサイズに応じて調整することができる。例えば、幾つかの実施形態では、水素含
有ガスは、約１ｓｃｃｍ～約１０，０００ｓｃｃｍの流量において供給することができる
。洗浄チャンバは、例えば、図３に関して後に説明されるプロセスチャンバのような、そ
の中に配置された複数のフィラメントを有する任意のタイプのプロセスチャンバとするこ
とができる。
【００３１】
　次に、１０６において、洗浄チャンバ内に配置される複数のフィラメントの中に電流を
流して、複数のフィラメントの温度をプロセス温度まで上昇させる。電流は、基板を予熱
する（１０２において先に説明された）、及び／又は洗浄チャンバに水素含有ガスを供給
する（１０４において先に説明された）前に、同時に及び／又は後に、複数のフィラメン
トの中に流すことができる。複数のフィラメントの中に電流を流すこと、基板を予熱する
こと、及び洗浄チャンバに水素含有ガスを供給することの順序は、応用形態（例えば、基
板組成、除去される材料など）に応じて異なる場合がある。複数のフィラメントは、例え
ば、図３に関して後に説明されるプロセスチャンバ内に配置される複数のフィラメントの
ような、任意の適切なタイプの洗浄チャンバ内に配置される任意の適切なタイプのフィラ
メントとすることができる。
【００３２】
　プロセス温度は、後に説明されるように、水素含有ガスの分解を達成し、所望の密度の
原子水素を供給し、かつ基板２００の表面２０４を洗浄するのを容易にするのに適した任
意の温度とすることができる。例えば、供給された特定の水素含有ガスを分解するのに相
応しいようなプロセス温度を選択することができる。本発明人は、原子水素を利用して洗
浄を容易にすることによって、有利には、従来の洗浄プロセス（例えば、湿式洗浄プロセ
ス、熱洗浄プロセス又はプラズマ洗浄プロセス）と比べて、プロセス温度を低い温度に保
持できることに気がついている。例えば、本方法を利用して、基板コンタクトから汚染物
質を洗浄する実施形態では、プロセス温度は約１０℃～約５００℃とすることができる。
【００３３】
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　次に、１０８において、水素含有ガスの分解から形成された水素原子に基板２００をあ
る時間にわたって（例えば、基板上に配置される材料又は汚染物質のうちの一部又は全部
が除去されるまで）暴露することによって、基板２００の表面２０４が洗浄される。本発
明人は、原子水素の高い反応性が層２０２の除去を容易にし、それにより、図２Ｂに示さ
れるように、基板２００の表面２０４を洗浄することに気がついている。上記のように水
素原子に基板２００を暴露することにより表面２０４を洗浄することによって、本発明人
は、例えば、同じ水素含有ガスが供給される場合であってもプラズマ状態にある、プラズ
マを利用して基板表面を洗浄する洗浄プロセスのような、従来の洗浄プロセスに比べて、
洗浄プロセス中に基板２００が被る損傷が小さいことに気がついている。さらに、本発明
人は、水素原子を利用することによって、従来の洗浄プロセス（例えば、湿式洗浄プロセ
ス、熱洗浄プロセス又はプラズマ洗浄プロセス）と比べて、不純物、及び基板の一部の酸
化例を低減又は解消しながら、基板２００の表面２０４を洗浄できるようになることに気
がついている。
【００３４】
　時間は、層２０２を満足のいく程度（例えば、完全に除去される、実質的に除去される
など）まで除去するのを容易にするのに必要とされる任意の長さの時間とすることができ
、層２０２の組成、基板２００のサイズなどに応じて異なる場合がある。幾つかの実施形
態では、層２０２の除去は、機械的に（例えば、ＦＴＩＲ、ＳＥＭ、ＴＥＭ、ＸＰＳ、Ｓ
ＩＭＳなどによって）又は電気的に検出することができる。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、基板２００は、プロセスチャンバ内の複数のフィラメントの下
に配置され、直に暴露される。代替的には、幾つかの実施形態では、基板２００は複数の
フィラメントから分離することができる。例えば、幾つかの実施形態では、例えば図３に
おいてプレート３４２に関して後に説明されるように、複数のフィラメントと基板２００
との間に複数の開孔を有するプレート（例えば、ガス分配プレート）を配置することがで
きる。そのプレートは、適切なプロセス適合材料から製造することができる。存在すると
きに、プレートは基板への熱損傷を低減又は解消することができ、及び／又は基板にわた
る水素原子の均一な分配を供給することができる。それに加えて、プレートによって更に
、その中に配置された複数のフィラメントを有するチャンバの部分、及びその中に配置さ
れるデバイス２００を有するチャンバの部分を独立して温度制御できるようになり、それ
により、後に説明されるように、複数のフィラメント及び基板をそれぞれ異なる温度に保
持できるようになる場合がある。別の例において、幾つかの実施形態では、原子水素は、
熱線処理チャンバ内で遠隔して形成し、その中に配置された基板２００を有する別のプロ
セスチャンバに供給することができる。基板２００は、熱線源下、又はプレート３４２下
の、基板支持体（例えば、図３に関して後に説明される基板支持体３２８）上の静止位置
に位置決めすることができるか、又は実施形態によっては、基板２００がプレート３４２
下を通過するのに応じて動的に洗浄するために基板２００は移動することができる。
【００３６】
　上記に加えて、更なるプロセスパラメータを利用して、基板２００の表面２０４を洗浄
するのを容易にすることができる。例えば、本発明人は、基板２００を収容するプロセス
チャンバ（例えば、熱線処理チャンバ又は別のプロセスチャンバ）内の圧力によって、生
成された原子水素の密度を制御できることに気がついている。例えば、幾つかの実施形態
では、プロセスチャンバの内側容積空間を約１ｍＴｏｒｒ～約１０Ｔｏｒｒの圧力に保持
することができ、特定の応用形態に応じて変更することができる。さらに、基板２００は
、例えば、約１０００℃までのような、基板の表面２０４を洗浄するのを容易にするのに
適した任意の温度に保持することができる。
【００３７】
　基板２００は、例えば、抵抗ヒータ（例えば、基板支持体内に埋め込まれたヒータ）、
加熱灯などの任意の適切な加熱機構又は熱源によって上記の温度に保持することができる
。さらに、温度の正確な測定を提供するのに適した任意の機構によって温度を監視するこ
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とができる。例えば、幾つかの実施形態では、温度は、１つ又は複数の熱電対、高温計、
その組み合わせなどによって直接監視することができる。代替的には、又はそれと組み合
わせて、幾つかの実施形態では、加熱機構に供給される電力と結果として生成された温度
との間の既知の相関によって温度を推定することができる。本発明人は、そのような温度
に基板２００を保持することによって、そのプロセスに更なるエネルギーを供給し、それ
が水素含有ガスをより完全に分解し、水素原子を形成するのを容易にし、それにより、洗
浄プロセスのスループット及び均一性を高めることができることに気がついている。
【００３８】
　１０８において基板２００の表面２０４を洗浄した後に、その方法１００は一般的に終
了し、基板２００は更に処理するために進むことができる。幾つかの実施形態では、更な
る層堆積、エッチング、層の窒化、アニーリング（例えば、急熱アニーリングＲＴＡなど
）などの更なるプロセスを基板２００上で実行して、例えば、基板２００上に半導体デバ
イスを形成することができるか、又は光電池（ＰＶ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）又はデ
ィスプレイ（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ、エレクトロ
ルミネッセンス（ＥＬ）ランプディスプレイなど）のような応用形態において用いるため
に基板２００を準備することができる。
【００３９】
　図３は、本発明の幾つかの実施形態による、処理システム（基板洗浄システム）３００
の概略的な側面図を示す。幾つかの実施形態では、処理システム３００は、プロセスチャ
ンバ３０１と、洗浄チャンバ３０３と、任意で予熱チャンバ３５０とを含む。プロセスチ
ャンバ３０１は、例えば、熱線処理チャンバ（例えば、ＨＷＣＶＤチャンバ又は熱線源を
有する他の適切なチャンバ）のような、その中に配置された複数のフィラメントを有する
任意のタイプのプロセスチャンバとすることができる。
【００４０】
　プロセスチャンバ３０１は包括的には、その中に配置された原子水素源３４８を備える
、内部容積空間３０４を有するチャンバ本体３０２を備える。原子水素源３４８は、動作
中に基板３３０（例えば、上記のデバイス）の表面に原子水素を供給するように構成され
る。原子水素源は、例えば、水素ガス源３４６から供給される水素ガスから原子水素を生
成するのに十分な温度まで複数のフィラメントを加熱する電流を供給するために電源３１
３に結合される複数のフィラメント３１０を含む。
【００４１】
　複数の線３１０は、プロセスチャンバ内に所望の温度プロファイルを提供するのに適し
た任意の数の線を含むことができる。例えば、幾つかの実施形態では、複数の線は４線、
５線、１０線、１２線、１６線などを含むことができるが、基板サイズ及びチャンバ形状
、洗浄要件、線組成、ガス組成などに応じて他の数が用いられる場合もある。幾つかの実
施形態では、複数の線３１０は、内部処理容積空間３０４にわたって往復するように配線
される単線とすることができる。線３１０は、プロセスチャンバ３００内に所望の密度の
原子水素を供給するのに適した任意の太さ及び／又は密度を有することができる。例えば
、幾つかの実施形態では、各線３１０の直径は、線の表面積を制御するように選択するこ
とができる。例えば、幾つかの実施形態では、線３１０は約０．５ｍｍ～約０．７５ｍｍ
の直径を有することができる。さらに、幾つかの実施形態では、各線の密度は、応用形態
（例えば、基板組成、除去される材料など）に応じて変更される場合がある。
【００４２】
　線３１０は、任意の適切なプロセス適合導電性材料、例えば、タングステン（Ｗ）、三
酸化タングステン（ＷＯ３）、タンタル（Ｔａ）、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、イリ
ジウム（Ｉｒ）、ニッケル－クロム（ＮｉＣｒ）、パラジウム（Ｐｄ）などから製造する
ことができる。幾つかの実施形態では、線３１０は、例えば、シリコン（Ｓｉ）のような
ドーパントを更に含むことができる。そのような実施形態では、線３１０は約５０％まで
のシリコンを含むことができる。本発明人は、ドープされた材料が、ドープされていない
材料に比べて、例えば、長い耐用年数、高い機械的及び熱的安定性、改善された信頼性、
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及びたるみを低減する高い剛性のような改善された特性を提供することができることに気
がついている。幾つかの実施形態では、ドーパントの添加は、高温処理の応用形態（例え
ば、約２５００℃まで）、例えば、堆積プロセス、窒素若しくは水素処理、又は予備洗浄
プロセスにおける線３１０の機械的、熱的及び電気的安定性を改善することができる。
【００４３】
　各線３１０は、高温に加熱されたときに線を掴持しておくために、かつ線に電気的コン
タクトを設けるために、１つ又は複数の支持構造体によって所定の位置に固定される。幾
つかの実施形態では、各線３１０の間の距離（すなわち、線間距離３３６）は、プロセス
チャンバプロセスチャンバ３００内に所望の密度の原子水素を供給するように選択するこ
とができる。例えば、幾つかの実施形態では、線間距離３３６は、線の数（それゆえ、全
ての線によって提供される全表面積）によって決まる場合がある。線間距離は全ての線間
で均一にすることができるか、又は異なる組の線間で異なる場合がある。例えば、線３１
０の場所又は線間の間隔を制御して、プロセスチャンバ内に所望の温度プロファイルを提
供することができる。本発明人は、線３１０の場所及び間隔を制御することによって、水
素ラジカル密度及び分布、プロセスチャンバにわたる均一な冷却（例えば、プロセスチャ
ンバ壁に隣接する場所及びプロセスチャンバの内側容積空間を通して）などの特性を制御
するのが容易になることに気がついている。幾つかの実施形態では、線間距離３３６は、
約２０ｍｍ～約６０ｍｍにすることができる。線は、例えば、図５～図７に関して後に説
明されるような、プロセスチャンバ内に所望の温度プロファイルを提供するのに適した任
意のやり方で構成することができる。
【００４４】
　線３１０を加熱する電流を供給するために、例えば、１つ又は複数の端子を介して、線
３１０に電力供給源３１３が結合される。基板３３０を、例えば、基板支持体３２８上の
熱線源（例えば、線３１０）下に位置決めすることができる。基板支持体３２８は、静的
に洗浄するために静止している場合があるか、又は基板３３０が熱線源下を通過するのに
応じて動的に洗浄するために移動することができる（矢印３０５によって示される）。幾
つかの実施形態では、各線３１０と基板３３０との間の距離（すなわち線－基板間距離３
４０）は、プロセスチャンバ３００内で実行される特定のプロセス（例えば、上記の本発
明の方法１００）を容易にするように選択することができる。例えば、幾つかの実施形態
では、線－基板間距離３４０は、約１０ｍｍ～約３００ｍｍとすることができる。
【００４５】
　チャンバ本体３０２は、水素ガス源３４６に結合され、洗浄ガスを供給する１つ又は複
数のガス注入口（１つのガス注入口３３２が図示される）と、真空ポンプに結合され、プ
ロセスチャンバ３００内の適切な動作圧を保持し、かつ余分なプロセスガス及び／又はプ
ロセス副生成物を除去する１つ又は複数の出口（２つの出口３３４が図示される）とを更
に含む。ガス注入口３３２は、線３１０にわたってガスを均一に、又は所望のように分配
するために、シャワーヘッド３３３（図示される）又は他の適切なガス分配要素に流れ込
むことができる。
【００４６】
　幾つかの実施形態では、基板３３０は、例えば、望ましいやり方で基板３３０に対して
ガス（例えば、上記の原子水素）を分配するように構成される複数のスルーホール３４４
を有するプレート３４２のような、ガス分配装置３４１によって、熱線源（例えば、線３
１０）から分離することができる。例えば、スルーホールの数、複数のスルーホール３４
４のパターン及び寸法は、特定の応用形態に応じて変更される場合がある。例えば、幾つ
かの実施形態では、複数のスルーホール３４４は、プレート３４２が約１０％～約５０％
の開口を有することができるように構成することができる。幾つかの実施形態では、複数
のスルーホールはそれぞれ約１ｍｍ～約３０ｍｍの直径を有することができる。
【００４７】
　ガスを分配することに加えて、存在するとき、ガス分配装置３４１は、断線又は破損し
た線３１０が基板３３０と接触するのを防ぐことができる。幾つかの実施形態では、ガス
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分配装置３４１又はプレート３４２から基板３３０までの距離は、基板３３０に所望の密
度の原子水素を供給するのに適した任意の距離とすることができる。例えば、幾つかの実
施形態では、ガス分配装置３４１－基板間距離３３１は、約１０ｍｍ～約２００ｍｍとす
ることができる。
【００４８】
　洗浄チャンバ３０３は包括的には内側容積空間３０７を画定するチャンバ本体３０５を
備える。基板支持体３２８は、内側容積空間３０７内に位置決めされる。幾つかの実施形
態では、洗浄チャンバ３０３は、基板を加熱するのを容易にする１つ又は複数のヒータ（
図示せず）を備えることができる。存在するとき、洗浄チャンバ３０３内に配置される１
つ又は複数のヒータは、例えば、上記のように基板を予熱するのを容易にすることができ
る。
【００４９】
　幾つかの実施形態では、１つ又は複数のシールド３２０を設けて、チャンバ本体３０２
の内面上への望ましくない材料堆積を最小限に抑えることができる。シールド３２０及び
チャンバライナ３２２は一般的に、洗浄プロセス及び／又はチャンバ内に流れるプロセス
ガスに起因して、チャンバ本体３０２の内面に望ましくない堆積材料の蓄積が生じないよ
うに保護することができる。シールド３２０及びチャンバライナ３２２は、除去可能、交
換可能及び／又は洗浄可能とすることができる。シールド３２０及びチャンバライナ３２
２は、限定はしないが、線３１０の周囲、及び表面が覆われる区画の全ての壁上を含む、
表面が覆われる可能性があるチャンバ本体３０２のあらゆるエリアを覆うように構成する
ことができる。通常、シールド３２０及びチャンバライナ３２２は、アルミニウム（Ａｌ
）から製造することができ、堆積材料の接着性を高めるために（堆積材料が剥がれ落ちる
のを防ぐために）粗面を有することができる。シールド３２０及びチャンバライナ３２２
は、任意の適切なやり方で、熱線源の周囲のような、プロセスチャンバの所望のエリア内
に取り付けることができる。幾つかの実施形態では、熱線源、シールド及びライナは、プ
ロセスチャンバ３００の上部を開くことによって、メンテナンス及び洗浄のために取り出
すことができる。例えば、幾つかの実施形態では、プロセスチャンバ３００の蓋又は天井
をフランジ３３８に沿ってチャンバ本体３０２に結合することができ、フランジは蓋を支
持し、蓋をプロセスチャンバ３００の本体に固定するための表面を提供する。
【００５０】
　幾つかの実施形態では、基板を予熱するために予熱チャンバ３５０を設けることができ
る。予熱チャンバは、予熱チャンバ３５０内に配置される基板３３０に熱を供給するため
の熱源３５２を有する任意の適切なチャンバとすることができる。予熱チャンバ３５０は
、例えば、インライン基板処理ツールの一部として、プロセスチャンバ３００に直接結合
することができるか、又はクラスタツールの移送チャンバのような１つ又は複数の介在す
るチャンバを介してプロセスチャンバ３００に結合することができる。適切なインライン
基板処理ツールの一例が、２０１１年５月５日に公開された、Ｄ．Ｈａａｓらによる米国
特許出願公開第２０１１／０１０４８４８（Ａ１）号、現在、２０１２年２月２１日に発
行された米国特許第８，１１７，９８７号において記述される。
【００５１】
　コントローラ３０６が、プロセスチャンバ３００の種々の構成要素に、かつ任意でチャ
ンバ３０１及び／又は予熱チャンバ３５０に結合することができ、その動作を制御するこ
とができる。プロセスチャンバ３００に結合されるように概略的に示されるが、コントロ
ーラは、本明細書において開示される方法による洗浄プロセスを制御するために、電力供
給源３１３、注入口３３２に結合されるガス供給源３４６、出口３３４に結合される真空
ポンプ及び／又はスロットルバルブ（図示せず）、基板支持体３２８などの、コントロー
ラによって制御することができる任意の構成要素に動作可能に接続することができる。コ
ントローラ３０６は一般的に、中央処理装置（ＣＰＵ）３０８、メモリ３１２、及びＣＰ
Ｕ３０８のための支援回路３１０を備える。コントローラ３０６は、直接、又は特定の支
援システム構成要素に関連付けられる他のコンピュータ又はコントローラ（図示せず）を
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介して、ＨＷＣＶＤプロセスチャンバ３００を制御することができる。コントローラ３０
６は、種々のチャンバ及びサブプロセッサを制御するため工業環境において用いることが
できる任意の形の汎用コンピュータプロセッサのうちの１つとすることができる。ＣＰＵ
３０８のメモリ、又はコンピュータ可読媒体３１２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フロッピィディスク、ハードディスク、フラッシ
ュ又は任意の他の形の、ローカル若しくはリモートデジタルストレージのような容易に入
手可能なメモリのうちの１つ又は複数とすることができる。支援回路３１０は、従来通り
にプロセッサを支援するためにＣＰＵ３０８に結合される。これらの回路は、キャッシュ
、電力供給源、クロック回路、入力／出力回路及びサブシステムなどを含む。本明細書に
おいて説明されるような本発明の方法は、コントローラを本明細書において説明するよう
にしてプロセスチャンバ３００の動作を制御する特定目的のコントローラに変えるために
実行するか、又は呼び出すことができるソフトウェアルーチン３１４として、メモリ３１
２に記憶することができる。ソフトウェアルーチンは、ＣＰＵ３０８によって制御される
ハードウェアから遠隔して位置する第２のＣＰＵ（図示せず）によって記憶され、及び／
又は実行される場合もある。
【００５２】
　幾つかの実施形態では、プロセスチャンバ３０１及び洗浄チャンバ３０３は、互いに結
合することができるか、又は互いに一体に構成し、一体のプロセスチャンバを形成するこ
とができる（例えば、図３に示される）。代替的には、幾つかの実施形態では、プロセス
チャンバ３０１及び洗浄チャンバ３０３は、図３Ａに示されるように、別々のチャンバと
することができる。そのような実施形態では、プロセスガス（例えば、水素含有ガス）を
線３０１によって遠隔して加熱することができ、結果として生成された原子水素を、例え
ば、導管３５４を介して洗浄チャンバに供給することができる。幾つかの実施形態では、
導管３５４は、原子水素をガス分配装置３４１の上方に配置されるキャビティ又はプレナ
ム３５６に供給することができ、その後、複数のスルーホール３４４を介して洗浄チャン
バ３０７の内側容積空間３０７に分配することができる。
【００５３】
　幾つかの実施形態では、原子水素源３４８は、プロセスチャンバ３００の本体の一部と
することができる。代替的には、幾つかの実施形態では、原子水素源３４８は、図４に示
されるような、取外し可能な蓋内に組み込むことができる。例えば、図４は、チャンバ本
体４０６と、チャンバ本体４０６に結合される取外し可能な蓋４０１とを有するプロセス
チャンバ４１２の概略的な側面図を示す。原子水素源３４８を取外し可能な蓋４０１内に
組み込むことによって、原子水素源３４８を容易に取り外すか、又は交換できるようにな
り、それにより、単一のプロセスチャンバとともに異なる構成の原子水素源を利用できる
ようになる。さらに、取外し可能な蓋４０１は、もともと原子水素源３４８とともに使用
するように構成されていない既存のプロセスチャンバに結合されるように適応させること
ができる。例えば、本発明人は、遠隔源からプラズマを受け取るように構成される幾つか
の従来のプロセスチャンバが、プラズマ源から、幾つかのプロセスを実行するには不十分
な水素ラジカルフラックスしか受け取ることができないことに気がついている。モジュー
ル式原子水素源３４８（例えば、取外し可能な蓋４０１内に組み込まれる原子水素源３４
８）を提供することによって、原子水素源３４８を必要なときに設置できるようになり、
それにより、所望のプロセスを実行するのに望ましい密度の水素ラジカルを供給し、それ
ゆえ、プロセスの融通性が高いプロセスチャンバを提供できるようになる。
【００５４】
　幾つかの実施形態では、取外し可能な蓋４０１は、本体４０２の下面４１０内に形成さ
れる凹部４０８を有する本体４０２を備えることができる。本体４０２は、チャンバ本体
４０６との接合面を構成し、原子水素源３４８をプロセスチャンバ４１２に対して所望の
位置（例えば、図４に示されるように、基板支持体４２２上に配置される基板４１８の上
方など）に配置できるように、取外し可能な蓋４０１をプロセスチャンバ４１２に取外し
可能に結合するのを容易にする。プロセスチャンバ４１２は、半導体プロセスを実行する
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のに適した任意のプロセスチャンバ４１２、例えば、化学気相堆積（ＣＶＤ）、物理的気
相堆積（ＰＶＤ）などの堆積プロセス用に構成されたプロセスチャンバ、又は上記のプロ
セスチャンバ３００とすることができる。例示的なプロセスチャンバは、Ａｐｐｌｉｅｄ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，　Ｉｎｃ．（Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）
から市販される、ＥＮＤＵＲＡ（登録商標）プラットフォームプロセスチャンバ、又は他
のプロセスチャンバを含むことができる。他の適切なプロセスチャンバも同様に用いるこ
とができる。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、凹部４０８の内側部分４１４にシャワーヘッド４０４（例えば
、図３に関して先に説明されたシャワーヘッド３３３と同様）を配置することができ、凹
部４０８の外側部分４１６にガス分配装置４２０（例えば、図３に関して先に説明された
ガス分配装置３４１と同様）を配置することができる。シャワーヘッド４０４とガス分配
装置４２０との間に線３１０を配置することができる。水素ガス源３４６からシャワーヘ
ッド４０４に１つ又は複数のプロセスガス（例えば、先に論じられた水素含有ガス）を供
給するために、本体４０２を貫通して注入口３３２が配置される。
【００５６】
　シャワーヘッド４０４及びガス分配装置４２０は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、石
英（ＳｉＯ２）などの任意のプロセス適合材料から製造することができる。さらに、シャ
ワーヘッド４０４及びガス分配装置４２０はそれぞれ、プロセスチャンバ４１２内で処理
される特定の応用形態又は材料に応じて構成することができる。例えば、シャワーヘッド
４０４及びガス分配装置４２０のそれぞれに形成される分配穴のサイズ、形状、分布及び
パターンを変更して、特定の応用形態に対応することができる。
【００５７】
　幾つかの実施形態では、凹部４０８の露出面にライナ４０６を配置することができる。
存在するとき、ライナ４０６は、処理中に凹部の露出面を保護することができる。さらに
、幾つかの実施形態では、ライナ４０６は、原子水素源３４８内で生成される水素原子の
再結合を低減又は解消することができる。ライナ４０６は、上記の機能を実行するのに適
した任意のプロセス適合材料から製造することができ、具体的な応用形態、又はプロセス
チャンバ４１２内で処理される材料によって決まる場合がある。例えば、幾つかの実施形
態では、ライナ４０６は、アルミニウム（Ａｌ）、石英（ＳｉＯ２）などの金属、又は酸
化アルミニウム（Ａｉ２Ｏ３）などの金属酸化物から製造することができる。ライナ４０
６が金属から製造される実施形態では、ライナ４０６は、例えば、酸化チタン（ＴｉＯ）
、方トリウム石（ＴｈＯ２）などのコーティングを更に含むことができる。存在するとき
、そのコーティングは、水素原子の再結合を低減し、及び／又は熱反射率を高め、ライナ
４０６への熱吸収を低減し、それにより、プロセスチャンバを所望の温度に保持するのを
容易にすることができる。
【００５８】
　上記のような原子水素源３４８の上記の実施形態のいずれかにおいて、プロセスチャン
バ内に適切な温度プロファイルを提供する任意のやり方で線３１０を構成することができ
る。例えば、図５を参照すると、幾つかの実施形態では、線３１０は、同心円状のリング
パターンに構成することができる。幾つかの実施形態では、線３１０は、例えば、支持リ
ング５０２、１つ又は複数の支持アーム５０６、５０８などの１つ又は複数の支持構造体
によって支持される場合がある。幾つかの実施形態では、線３１０は、図６に示されるよ
うに、互いに平行に直線的に配置することができる。
【００５９】
　幾つかの実施形態では、線３１０はプロセスチャンバ内に加熱ゾーンを設けるように構
成することができる。例えば、幾つかの実施形態では、線３１０は、図７に示されるよう
に、単一のゾーン７０２内に構成することができる。そのような実施形態では、線３１０
は電気的に互いに並列に結合することができ、単一の電源７０６から電力を供給すること
ができる。幾つかの実施形態では、線３１０を支持するために各線３１０のそれぞれの端
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部に線クランプ７０４を配置することができ、線３１０を電源７０６に結合する端子を設
けることができる。幾つかの実施形態では、各線クランプ７０４は、さらに多くの線、例
えば、図７に示されるように３つの線３１０を支持することができる。
【００６０】
　代替的には、幾つかの実施形態では、線３１０は図８に示されるように複数のゾーンに
構成することができる。線３１０は、例えば、図８に示されるような２つのゾーン（第１
のゾーン８０２及び第２のゾーン８０４）のように、任意の数のゾーンに構成することが
できる。幾つかの実施形態では、複数のゾーンはそれぞれ別々の電源を有するように結合
することができ（例えば、第１のゾーン８０２及び第２のゾーン８０４にそれぞれ結合さ
れる電源８０６及び８０８）、複数のゾーンをそれぞれ独立して調整できるようにする。
【００６１】
　このようにして、本明細書において、基板の表面を洗浄するための方法及び装置が提供
されてきた。本発明のプロセスの実施形態は、有利には、例えば、プラズマ、高温処理又
はフッ素系化学物質のうちの１つ又は複数を利用する従来の洗浄プロセスに比べて、基板
に対して引き起こされる損傷を少なくしながら、基板から汚染物質又は望ましくない層を
除去できるようにする場合がある。
【００６２】
　これまでの説明は本発明の実施形態に向けられてきたが、本発明の基本的な範囲から逸
脱することなく、本発明の他の実施形態及び更なる実施形態を考案することができる。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図４】 【図５】
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【図８】
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